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上尾市長 畠 山

行政文書非公開決定取消しについて (通知)

令和 2年 12月 8日 付け上み第 428号 で通知 した行政文書非公開決定を下記の理由に

より取消します。

記

1 公開請求に係る行政文書の名称又は内容

請求人による通し番号 (11-14)
上尾市みどり公園課のHPには、次の記載があります。

掲載 日 :2020年 9月 18日 更新

上尾丸山公園では大池の水質改善と在来種の自然再生を目指 して、平成 31年度 |

かいばりを実施 しました。現在、大池ではかいばりの検証を行つています。

今後、令和 2年 10月 から11月 頃を目処に広く市民の皆様に、将来的な大池の在り

方や魚釣りの方針に関することなどのアンケー トを実施する予定です。

そこで、2020年 10月 から11月 頃におこなつた:「広く市民の皆様を対象にした」

アンケー トの実施期 日,方法,回収数,結果等の内容が判別できる文書・資料等。なお,

万が一,アンケー ト未実施の場合は,予定しているアンケー ト内容が判別できるもの。

(受付番号  2-0589)

取消す処分の内容

行政文書非公開決定通知書

3 処分を取消す理由

公開請求された行政文書は、アンケー トの実施中においては、公開することにより、率

直な意見の交換若 しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、または不当に市

民の間に混乱を生じさせるおそれがあると判断し、非公開処分を決定したものである。

しかし、本件行政文書非公開決定通知書を手交した際に、行政文書の公開に係る請求人

から、アンケー トの内容は対象者に既に配布 されている物であり非公開処分となる行政

文書にあたらないとの訴えがあつたことから、本件非公開処分を取 り消し、特定された行

政文書を一部公開するものである。
｀
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